
令和６年１月 

 

組合員・利用者の皆さまへ 

仙台農業協同組合 

 

定例集金業務廃止のご案内 

 

平素より当ＪＡの各事業に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、当ＪＡでは、組合員・利用者の皆さまに信頼され必要とされるＪＡを目指し、コン

プライアンス態勢の強化および経営の健全化・効率化に取り組んでおります。 

組合員・利用者の専門化する多様なニーズに対応し、相談機能を発揮した提案活動の強化

が求められていることから、金融専任担当による主な業務を「集金業務」から「相談・提案

活動」を中心とした業務に変更することといたします。 

つきましては、下記のとおり集金業務を廃止させていただくこととしましたので、組合員・

利用者の皆さまには大変ご不便をお掛けすることになりますが、何卒ご理解を賜りますよう

お願い申しあげます。 

なお、金融専任担当による訪問活動は「相談・提案活動」により継続してまいりますので、

ご契約のある支店または金融専任担当にお気軽にお声がけください。 

 

記 

１ 廃止する集金業務 

定期積金、普通貯金（各種払戻も含む）、共済掛金（月払・年払）、購買代金、各種税金・

公共料金、振込・両替等の定例集金業務 

 

２ 集金業務の廃止時期 

 令和６年３月 29日（金） 

 

３ 集金業務廃止に伴う対応について 

金融専任担当あるいはご契約のある支店の職員より、口座振替等への変更のご案内をさ

せていただきます。あわせて、お手軽で便利なＪＡバンクアプリ、ＪＡネットバンクのご

案内をさせていただきます。 

 

 ご不明な点につきましては、ご契約のある支店または金融専任担当にお問い合わせくださ 

い。 

以 上 

 


